
諮問番号：令和４年度諮問第１号 

答申番号：令和５年度答申第１号 

答申書 

第１ 審査会の結論 

次の１から６までの審査請求（以下「本件審査請求」という。）については、いず

れも棄却するのが相当である。 

１ 審査請求人○○○○（以下「審査請求人Ａ」という。）が令和元年１０月１０日

に提起した、豊田○○特定土地区画整理組合（以下「処分庁」という。）による令

和元年７月１０日付けの仮換地指定取消処分（豊浄特組発第１９－３号。以下「第

１処分」という。）の取消しを求める審査請求（令和元年審査請求第６号。以下

「第１審査請求」という。） 

２ 審査請求人○○○○（以下「審査請求人Ｂ」という。）が令和元年１０月１０日

に提起した、処分庁による令和元年７月１０日付の仮換地指定取消処分（豊浄特組

発第１９－４号。以下「第２処分」という。）の取消しを求める審査請求（令和元

年審査請求第７号。以下「第２審査請求」という。） 

３ 審査請求人Ｂが令和元年１０月１０日に提起した、処分庁による令和元年７月１

９日付けの仮清算金決定処分（豊浄特組発第２６－８号。以下「第３処分」とい

う。）の取消しを求める審査請求（令和元年審査請求第８号。以下「第３審査請

求」という。） 

４ 審査請求人Ｂが令和２年１月２０日に提起した、処分庁による令和元年１１月２

６日付の仮清算金徴収処分（豊浄特組発５９－１４号。以下「第４処分」とい

う。）の取消しを求める審査請求（令和２年審査請求第２号。以下「第４審査請

求」という。） 

５ 審査請求人○○○○○○○○○○○（以下「審査請求人Ｃ」という。）が令和３年

２月５日に提起した、処分庁による令和２年１１月１１日付け仮清算金徴収処分

（豊浄特組発８１－１号。以下「第５処分」という。）の取消しを求める審査請求

（令和３年審査請求第１号。以下「第５審査請求」という。） 

６ 審査請求人○○○○（以下「審査請求人Ｄ」という。）が令和３年２月５日に提

起した、処分庁による令和２年１１月１１日付け仮清算金徴収処分（豊浄特組発８

１－２号。以下「第６処分」という。）の取消しを求める審査請求（令和３年審査

請求第２号。以下「第６審査請求」という。） 

第２ 事案の概要 

 本件審査請求に至る経緯の概略は、以下のとおりである。 

１ 豊田都市計画事業豊田○○特定土地区画整理事業（以下「本件事業」とい

う。）の施行者である処分庁は、当時の土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９
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号。以下「法」という。）第９８条第４項（現行法においては同条第５項。以下同

じ。）の規定に基づき、平成９年３月１８日付けで、審査請求人Ａ及びＢの父、○

○○○（以下「○○」という。）に対し、仮換地指定処分（豊浄特組発第６６－１

４号。以下「６６－１４号処分」という。）及び仮換地指定処分（豊浄特組発第６

６－１５号。以下「６６－１５号処分」という。）を行い、同日付けで、審査請求

人Ａ及びＢの母、○○○○○（以下「○○○」という。）に対し、仮換地指定処分

（豊浄特組発第６６－１６号。以下「６６－１６号処分」といい、６６－１４号処

分及び６６－１５号処分と併せて「当初処分」という。）を行った。 

２ 平成８年７月１８日に○○が死亡し、○○○と審査請求人Ａが相続した。  

３ 平成９年９月１日に、６６－１４号処分及び６６－１５号処分に記載の各土地に

ついて、相続を原因として○○から○○○及び審査請求人Ａへ、所有権移転の登記

がなされた。また、同日付けで、○○から○○○へ６６－１６号に記載の土地につ

いて持分移転の登記がなされた。 

４ 平成１５年１１月７日に、処分庁は○○○に対して、仮換地指定変更処分（豊浄

特組発第１６２－２０号。以下「２０号処分」という。）を行い、審査請求人Ａに

対して仮換地指定変更処分（豊浄特組発第１６２―２２号。以下「２２号処分」と

いう。）を行った。 

５ 平成１９年８月２０日に○○○が死亡し、審査請求人Ａが相続した。 

６ 平成２０年５月１９日に、２０号処分の従前の宅地欄に記載の○○町○○６７を

○○町○○６７－１と○○町○○６７－２(以下「従前地６７－２」という。)に分

筆する登記がなされた。 

７ 平成２２年１１月１７日に、従前地６７－２について相続を原因として○○○か

ら審査請求人Ｂへ所有権移転の登記がなされ、また、２０号処分の従前地のうち従

前地６７－２以外の土地について、○○○から審査請求人Ａへ所有権移転の登記が

なされた。 

８ 平成２２年１２月６日に、２０号処分の従前の宅地欄に記載の○○町○○１７１

の従前地を○○町○○１７１－１と○○町○○１７１－２(以下「従前地１７１－

２」という。)に分筆する登記がなされた。 

９ 平成２２年１１月２９日に、審査請求人Ａは処分庁に対し「仮換地分割承認願」

（以下「本件承認願」という。）を提出し、処分庁は、当該分割を承認した後、平

成２３年７月４日付けにて審査請求人Ａに対して使用収益開始日の通知を行った。 

１０ 平成２３年７月６日に、審査請求人Ａは売買契約により、審査請求人Ｃへ２０

号処分に記載の従前地のうち、従前地６７－２及び従前地１７１－２以外の土地を

売り渡し、その旨の所有権移転の登記をした。 

１１ 平成２４年９月４日に、処分庁は審査請求人Ｃに対して仮清算金通知（豊浄特

組発第１４７－１号。以下「１４７－１号処分」という。）を行い、審査請求人Ｂ

対して仮清算金通知（豊浄特組発第１４７－２号。以下「１４７－２号処分」とい

う。）を行った。 

１２ 平成２４年１０月２５日に、審査請求人Ｃは１４７－１号処分を不服として、
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また、審査請求人Ｂは１４７－２号処分を不服として、それぞれ豊田市長（以下

「審査庁」という。）に審査請求を提起した。 

１３ 平成２６年１２月８日に、審査庁は、仮換地の再指定の手続を行っていないこ

とを理由として１２の審査請求人Ｃの審査請求を認容し、１４７－１号処分を取り

消した。 

１４ 平成２９年３月１３日に、処分庁は、評定価格が適正に算出されていないこと

を理由として、「仮清算金の取消しについて（通知）」（豊浄特組発第１８９－１

号）で１４７－２号処分を取り消した。 

１５ 令和元年７月１０日に、処分庁は、審査請求人Ａに対して２０号処分及び２２

号処分を取り消す旨の第１処分を行い、審査請求人Ｂに対して２０号処分を取り消

す旨の第２処分を行った。また、同日付けで、審査請求人Ａに対して仮換地指定処

分（豊浄特組発第２０－４号）、審査請求人Ｂに対して仮換地指定処分（豊浄特組

発第２０－６号。以下「２０－６号処分」という。）、審査請求人Ｃに対して仮換地

指定処分（豊浄特組発第２０－５号。以下「２０－５号処分」という。）を新たに

行った。

１６ 令和元年７月１９日付けで、処分庁は、審査請求人Ｂに対して第３処分を行

い、審査請求人Ｃに対して仮清算金決定処分（豊浄特組発第２６－７号。以下「２

６－７号処分」という。）を行った。 

１７ 令和元年９月３日に退職慰労金給付を原因として、審査請求人Ｃから審査請求

人Ｄへの持分１０分の４の持分移転の登記がなされた。

１８ 令和元年１０月１０日に、審査請求人Ａは第１処分を不服として第１審査請求

を行い、審査請求人Ｂは第２処分及び第３処分を不服として第２審査請求及び第３

審査請求をした。

１９ 令和元年１１月２６日に、処分庁は、審査請求人Ｂに対して第４処分を行い、

審査請求人Ｃに対して仮清算金徴収処分（豊浄特組発第５９－１３号処分。以下

「５９－１３号処分」という。）を行った。 

２０ 令和２年１月２０日に、審査請求人Ｂは第４処分を不服として審査庁に対して

第４審査請求を行った。 

２１ 令和２年１１月１１日に、処分庁は、所有権の一部移転に伴い共有持分に応じ

た仮清算徴収金額に変更する必要があることを理由として審査請求人Ｃに対して

「仮清算金徴収通知書の取消しについて（通知）」（豊浄特組発第８０号）で、５９

－１３号処分を取り消した。また、同日付けで、審査請求人Ｃに対して２６－７号

処分に基づく第５処分を行い、審査請求人Ｄに対して同じく２６－７号処分に基づ

く第６処分を行った。 

２２ 令和３年２月５日に、審査請求人Ｃは第５処分を不服として第５審査請求を行

い、審査請求人Ｄは、第６処分を不服として第６審査請求を行った。 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 
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処分庁が審査請求人Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ（以下「審査請求人ら」という。）に対し

て行った、本件事業の施行の過程で行われた第１処分、第２処分、第３処分、第４

処分、第５処分及び第６処分（これら処分を一括して、以下「本件処分」とい

う。）の取消しを求める。 

２ 当審査会で整理した審査請求人らの主張 

（１）令和４年度諮問第１号に関する仮清算金に対して支払い義務はないので、本

件処分は取り消されるべきである。 

（２）審査請求人Ａ、Ｃ及びＤが所有する土地の前面道路となる都市計画道路３・

４・１１１○○駅中央通り線の路線価１，１６５が、都市計画道路３・４・１２

４○○南通り線の路線価９７０と比較して高く設定されているのは不当である。 

第４ 処分庁の弁明の要旨 

１ 弁明の趣旨 

本件審査請求の棄却を求める。  

２ 弁明の骨子 

（１）審理員が整理した審査請求人の主張 

審査請求人の主張が明確に示されておらず、審理員は以下のとおり主張を整理

した。 

ア 第１処分について 

第１処分は、２０号処分及び２２号処分の取消処分である。 

しかしながら、２０号処分及び２２号処分の元となる当初処分に係る通知書

（以下「当初処分書」という。）の問題が正されない限り、第１処分そのものが

不当で、処分を受ける理由がない。 

イ 第２処分について 

第２処分は、２０号処分のうち、相続により審査請求人Ｂが所有した土地に

対する仮換地指定取消処分であるから、第１処分と同様、審査請求人Ｂが第２

処分を受ける理由がない。 

審査請求人Ｂは、平成２４年９月４日付けの１４７－２号処分で、初めて過

渡しがあることを知らされた。一方、処分庁は処分時から過渡しがあったと主

張しているものの、審査請求人Ｂにはその旨を告知せず、１０年以上も経過し

た後に過渡しとして処理したことになり、不当である。 

また、仮換地については、処分庁が平成８年に当時の組合員ほぼ全員との間

で事前協議をし、合意（以下「平成８年合意」という。）したものである。 

ウ 第３処分について 

第３処分は、第２処分に基づく処分であり、第２処分に係る主張を援用する。

また、第２審査請求の裁決前に、第３処分を課したことは不当である。 

エ 第４処分について 

第３審査請求の裁決前に、第３処分に基づいて第４処分を課したことは不当

である。 
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オ 第５処分について 

審査請求人Ｃには、仮清算金の支払義務はない。 

カ 第６処分について 

審査請求人Ｄには、仮清算金の支払義務はない。 

（２）処分庁の弁明の内容 

ア 第１処分について 

（ア）第１審査請求の争点は、２０号処分及び２２号処分の取消理由の有無、す

なわち第１処分の理由の有無であると解されるところ、処分庁が平成２４年

９月４日付けで、審査請求人Ｃに対して行った１４７－１号処分は、「法第

９８条第１項による４回の仮換地指定及び変更が行われたのち、審査請求人

Ａが、平成２２年１１月２９日付けで、処分庁に対して提出した本件承認願

に沿った仮換地の再配分をしたが、再指定の手続を経ずに、法第１０２条を

適用しようとしたもので、合理性を欠く違法な処分である」として、平成２

６年１２月８日付けで審査庁から取消しの裁決（豊区１発第２５４３号）を

受けた。 

したがって、仮清算の手続を行うに当たっては、これを是正し、審査請求人

Ａが処分庁に対して提出した本件承認願の分合筆に整合した仮換地を再指定

する必要が生じるため、２０号処分及び２２号処分で指定した仮換地を取り

消さなければならない。 

（イ）第１処分は、審査請求人Ａが要望した分合筆に整合させるために行うもの

で、審査請求人Ａに不利益はなく、かつ、仮清算の手続の違法を是正するた

めに必要なものであり、公益上必要な措置といえるので、違法又は不当とな

ることはない。 

イ 第２処分について 

（ア）第２審査請求の争点は、令和元年７月１０日付けで、処分庁が審査請求人

Ｂに対して行った２０－６号処分の取消理由の有無、すなわち第２処分の理

由の有無であると解されるところ、１４７－１号処分に対して、ア（ア）と同

様の理由で審査庁から取消しの裁決を受けたため、処分庁が審査請求人Ｃに

対し、仮清算の手続を行うに当たっては、第１処分と同様、これを是正し、仮

換地の再指定を行う必要がある。  

（イ）第１処分と同様、第２処分は、審査請求人Ａが要望した分合筆及び所有権

移転に整合させるために行うもので、審査請求人Ｂに不利益はなく、かつ、

仮清算の手続の違法を是正するために必要なものであり、公益上必要な措置

といえるので、違法又は不当となることはない。 

ウ 第３処分について 

（ア）令和元年７月１９日付けで、審査請求人Ｂに対して行った第３処分におけ

る仮清算金（以下「本件仮清算金」という。）の額は、豊田○○特定土地区画

整理組合定款第８２条第１項に基づき算定しており、５，８２４，０３８円

である。過渡し地積は、２０－６号処分の仮換地指定調書に記載の従前地６
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７－２及びそれに対する仮換地である２１６街区１１画地（以下「仮換地２

１６－１１」という。）においても継続して土地利用できるように配慮した

結果であり、仮換地２１６－１１の換地計算は、総代会の同意を得て定めた

本件事業の換地規程（以下「本件規程」という。）及び土地評価基準（以下

「本件基準」という。）に基づき、適正に行われている。また、行政処分は双

方の合意により行うのではなく、処分庁の公権力の行使に当たる行為である。 

なお、本件基準は、「区画整理土地評価基準（案）」（国土交通省都市局市

街地整備課監修、公益社団法人街づくり区画整理協会発行）と比較して社会通

念上不合理なものではなく、それに従って、仮換地２１６－１１の過渡し地積

及び徴収すべき本件仮清算金の算定が行われており、違法又は不当となるこ

とはない。 

（イ）１回目の仮清算金決定処分は、評価計算の誤りが判明したため、取り消し

た。当該評価計算の誤りを是正した２回目の仮清算金決定処分は、第２処分

に伴い、取り消した。３回目となる第３処分は、２０－６号処分に伴い行っ

ているが、法、本件規程及び本件基準に基づいた適正な手続である。 

また、仮清算金は、換地相互間の不均衡を金銭にて是正するものであるとこ

ろ、過渡しであるのに、審査請求人らが第３処分により決定された仮清算金の

徴収を免れることになれば、不公平かつ不当である。  

エ 第４処分について 

「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」

（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２５条第１項）のであるか

ら、第３処分について審査請求がなされているとしても、第４処分を行うこ

とは妨げられず、適法かつ正当である。 

オ 第５処分及び第６処分について 

（ア）処分庁は、令和元年１１月２６日付けで、審査請求人Ｃに対し、２６－７号

処分に基づく５９－１３号処分を行った後に、審査請求人Ｄに対する所有権

の一部移転を知った。そのため、５９－１３号処分を取り消して、持分に応

じた仮清算金徴収金を改めて算出し、法第２６条、第１０２条第１項及び第

１１０条第１項の規定に基づき、審査請求人Ｃに対して第５処分及び審査請

求人Ｄに対して第６処分を行った。  

（イ）第５処分及び第６処分は、仮清算金の納付期限及び納付方法を通知するも

のであるため、第５審査請求及び第６審査請求においては、既に確定した仮

清算徴収金額については、不服の理由とすることができず、第５処分及び第

６処分における仮清算金の納付期限及び納付方法に何ら違法又は不当な点は

ないから、第５処分及び第６処分は適法かつ正当である。  

また、審査請求人Ｃ及び審査請求人Ｄは、仮清算金の納付期限及び納付方法

の違法性又は不当性を述べておらず、不服として主張する「仮清算金の支払義

務はない」との点は、第５審査請求及び第６審査請求の理由とすることはでき

ないというべきである。  
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第５ 審理員意見書の要旨 

１ 審理員の意見 

次のとおり、本件審査請求には理由がないから、棄却するのが相当である。な

お、審理員意見書の要旨については別紙１のとおりである。 

２ 意見の理由 

（１）第１処分及び第２処分について 

２０号処分及び２２号処分の対象となる各土地について、相続及び売買を原因

として○○○から審査請求人Ａ、さらに審査請求人Ｃへの所有者の変更を経て、実

際に審査請求人Ａ及び審査請求人Ｃが使用収益する土地は、２０号処分及び２２

号処分で指定された仮換地の位置（形状を含む。）及び地積に係る変更が生じてい

るため、２０号処分及び２２号処分を取り消し、仮換地の指定の変更処分を要す

る。 

また、処分庁は、当初の仮換地指定と変更された仮換地指定には重大な異同・

差異があるときに当たるとして、当初の仮換地指定処分である２０号処分は、全

体として取り消すことを要すると判断したのであって、違法又は不当な点はな

い。  

（２）第３処分について 

本件仮清算金は、指定された仮換地２１６－１１の面積が従前地６７－２の面

積に対し増加するため、減歩率がマイナスであり、従前地の権利価額と仮換地の

評定価額に差が認められるため、権利者相互間に生じる不均衡を金銭にて是正す

るために徴収するものであって、審査請求人Ｂには第３処分を受ける理由はある。 

（３）第４処分について 

第３処分はいわゆる公定力を有するから、原則として、審査請求、取消訴訟等

によって公定力が排除されない限り、その違法性は、後行の処分には承継され

ず、後行の処分の取消事由として主張することはできないと解される。 

また、行政不服審査法は、「処分」は、その審査請求がされても、処分の効力、

処分の執行又は手続の続行は妨げられないものと定めており、第３審査請求がさ

れていても、第４処分を行うことは妨げられず、適法かつ正当であり、審査請求

人Ｂの主張は、第４処分を取り消す事由にはならない。 

（４）第５処分及び第６処分について 

（３）と同様に、処分庁が審査請求人Ｃに対し、令和元年７月１０日付けで行

った２０－５号処分及び２６－７号処分は、それぞれ公定力を有し、その公定力

は排除されていないため、処分庁が、第５処分及び第６処分に先行する２６－７

号処分で決定された仮清算徴収金額を前提として、第５処分及び第６処分により

仮清算金の徴収を行ったことに違法又は不当な点はないというべきである。 

第６ 調査審議の経過 

審査会の処理経過は以下のとおりである。 

令和４年８月１０日 諮問受理 
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令和４年９月９日 審査請求人らから口頭意見陳述申立書を収受 

令和４年９月１２日 審査請求人らから主張書面及び追加資料を収

受 

令和４年１０月６日 第１回審議 

令和４年１１月９日 審査請求人らへ主張整理のために質問状１を

送付 

令和４年１１月２２日 審査請求人らから質問状１回答を収受 

令和４年１２月６日 審査請求人らへ主張整理のために質問状２を

送付※回答なし 

令和４年１２月１６日 処分庁から追加資料を収受 

令和４年１２月２３日 第２回審議、審査請求人らの口頭意見陳述 

令和５年２月２２日 審査請求人らへ主張整理のために質問状３を

送付 

令和５年２月２７日 審査請求人らから質問状３の回答を収受 

令和５年３月２４日 処分庁から追加資料を収受 

令和５年３月３０日 第３回審議 

令和５年４月２８日 第４回審議 

第７ 審査会の判断の理由 

１ 本件審査請求の不服理由 

当審査会では、第 1回審議までに提出された関係資料（特に審査請求人らの主張

書面）においては、審査請求人らが主張する「処分庁から本件処分を受ける理由が

ない」と主張する根拠が具体的に示されていないと判断し、上記第６のとおり、質

問状による審査請求人らの主張内容の確認及び口頭意見陳述による調査を行った。 

その結果、本件審査請求における審査請求人らの主張は、次の２点であることが

明らかになった。 

（１）令和４年度諮問第１号に関する仮清算金に対して支払い義務はないので、本件

処分は取り消されるべきである。 

（２）審査請求人Ａ、Ｃ及びＤが所有する土地の前面道路となる都市計画道路３・

４・１１１○○駅中央通り線の路線価１，１６５が、都市計画道路３・４・１２

４○○南通り線の路線価９７０と比較して高く設定されているのは不当である。 

そこで、当審査会では、上記２点の不服理由について、処分庁の弁明を踏まえ、

以下のとおり順次検討した。 

２ 仮清算金決定処分の有効性について 

（１）過渡地積欄の未記載が本件処分に及ぼす影響について 

審査請求人らの主張によると、平成８年合意の時点で、処分庁は過渡しがない

と認識していた、とのことである。また、その合意に基づく当初処分書にも、「過

渡地積」欄及び「不足渡地積」欄があるものの、これらの欄には何ら記載されてい

ないことからも、処分庁の上記認識は裏付けられている。さらに、それ以降、平成

8



１９年６月２１日第２５７回役員会にて同年７月より仮換地証明書に過不足面積

を表示し発行することが承認されるまでの間、２０号処分及び２２号処分を含む

すべての処分の処分通知書においても、過渡しの記載は認められない。 

以上から、審査請求人らが、殊、審査請求人らに係る仮換地については、過渡し

地積がないと考える心情も理解に難くなく、処分庁自らが当初処分書において「過

渡地積」欄を設けていながら、過渡地積を何ら記載していないのは、その理由の

如何（関係者の認識や発言等の内容）にかかわらず、被処分者の誤解を招くもの

であって、処分庁に事務手続上の不備があったといえる。 

しかしながら、過渡し地積は法で定められた絶対的に必要な通知事項ではなく、

当初処分書に過渡し地積の記載がないからといって、過渡しの事実が否定される

ものでもないことからすると、この当初処分書における事務手続上の不備をもっ

て審査請求人らが過渡しに相当する代価について、仮清算金の支払義務を免れる

ものではない。したがって、当初処分書における過渡地積欄の未記載は、本件処

分の取消事由とはなりえない。 

（２）２０号処分及び２２号処分の取消しの必要性について 

第４の２（２）ア（ア）のとおり、１４７－１号処分は、審査庁から取消しの裁

決を受けたのであるから、その確定力に基づいて是正する必要がある。 

また、第１審査請求及び第２審査請求についての審理員意見書において、審理

員が仮換地の位置（形状を含む。）及び地積に係る変更が生じていることが明ら

かであると言っている点については別紙２のとおりであり、仮換地の位置（形状

を含む。）及び地積に係る変更が生じているという審理員の判断は是認できる。

したがって、仮換地の指定の変更を要するとの判断から、２０号処分及び２２号

処分を取り消した処分庁の判断に違法・不当は認められない。よって、第１処分

及び第２処分の取消しを求める審査請求人らの主張には理由がない。 

３ 路線価について 

審査請求人らは、路線価についても不当を述べているが、路線価の不当性を立証

する証拠の提出はなく、処分庁から令和５年３月２４日付けで提出された回答（別

紙３）を検証したところ、路線価の算出は適正に行われており、違法又は不当な点

は認められない。 

４ 結論 

以上のとおり、本件処分は違法又は不当は認められず、審査請求人らの主張に理

由はない。 

５ 附帯意見 

（１）処分庁及び市担当課に対する附帯意見 

行政処分上自ら定めた様式に設定した項目に記載をしないことは、審査請求人

らに過渡しはないとの誤解を与えるものであり、行政運営における公正の確保と

透明性の向上を目的とする行政手続法（平成５年法律第８８号）の理念に照らし、

不適切であることは明らかである。また、法第７５条に基づく技術的援助を行う

市担当課においては、処分庁に適切な支援・指導をすべきである。 
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行政不服審査制度で、法律上明定されている審査会の職務は、あくまでも本件

処分そのものの違法性又は不当性について、法令に基づいて判断することである。

しかし、行政の適正な運営を確保することを目的とする行政不服審査法の趣旨に

鑑みて、処分庁、市担当課には上述のとおり今後の事務の是正を求めたい。 

（２）審理員に対する附帯意見 

本件審査請求の審理員意見書において、審査請求人らの原処分に対する不服理

由が正確に把握されていなかった。また、審理員意見書の本文についても、理解

に苦しむ、不明確、難渋な表現が多々見受けられた。審査関係人の間における理

解の共有を促進するために、審理員意見書における表現方法を、図表を活用する

など平易なものに改善されたい。 

豊田市行政不服審査会  

会長 北見 宏介  

委員 梅村 金広 

委員 北口 雅章  

委員 竹内 千賀子  

委員 福嶋 兼光  

10



審理員意見書の要旨

 １ 審理員の意見 

次のとおり、本件審査請求には理由がないから、棄却するのが相当である。 

 ２ 意見の理由 

（１）第１処分について 

ア ２０号処分の取消しの要否について 

（ア）２０号処分の従前の宅地の各土地のうち、分筆、相続及び売買を経て、現

在、審査請求人Ａが所有するのは、従前地１７１－２のみである。 

（イ）法第１２９条は、所有権等の移転に伴う処分、手続等の効力として、土地区

画整理事業の施行に係る土地の所有者等の変更があった場合においては、従前

の所有者等に対してした処分は新たに所有者等となった者に対してしたものと

みなす旨を定めている。２０号処分の名宛人は○○○であったが、２０号処分

の対象である従前地１７１－２は、相続を原因として○○○から審査請求人Ａ

への所有者の変更があったところ、法第１２９条により、従前の所有者である

○○○に対してした当該処分は、新たに所有者となった審査請求人Ａに対して

したものとみなされる。 

しかしながら、審査請求人Ａによる本件承認願の提出があり、それに対する

処分庁の承認を経て、従前地１７１－２について、仮換地として実際に審査請

求人Ａが使用収益するのは、２０号処分で指定された仮換地とは位置（形状を

含む。）及び地積に係る変更が生じているから、仮換地の指定の変更処分を要す

る。 

２０号処分のうち審査請求人Ａに係る部分について、変更の生じた仮換地の

位置及び地積の差は微小であるとは言い難いから、当初の仮換地の指定処分で

ある２０号処分は、取り消されることを要する。そして、名宛人を審査請求人

Ａとする２０号処分の取消処分と、新たな仮換地の指定処分とが同時になされ

るべきものである。 

イ ２２号処分の取消しの要否について 

（ア）現在、２２号処分の従前の宅地の各土地は、いずれも審査請求人Ａが所有して

いる。 

しかしながら、審査請求人Ａによる本件承認願の提出があり、それに対する処

分庁の承認を経て、２２号処分の従前の宅地の各土地について、仮換地として実

際に審査請求人Ａが使用収益するのは、２２号処分で指定された仮換地とは、仮

換地の位置（形状を含む。）及び地積に係る変更が生じているから、仮換地の指

定の変更処分を要する。 

（イ）２２号処分について、変更の生じた仮換地の位置及び地積の差は微小であると

は言い難いから、当初の仮換地の指定処分である２２号処分の取消しが必要で

別紙１ 
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ある。そして、名宛人を審査請求人Ａとする２２号処分の取消処分と、新たな仮

換地の指定の指定処分とは同時になされるべきものである。 

（２）第２処分について 

ア ２０号処分のうち、審査請求人Ｃに係る部分の効力について 

２０号処分のうち、審査請求人Ｃに係る部分は、相続及び売買を原因として○○

○から審査請求人Ａ、さらに審査請求人Ｃへの所有者の変更があったところ、法第

１２９条により、従前の所有者である○○○に対する当該処分は、新たに所有者と

なった審査請求人Ｃに対してしたものとみなされる。 

しかしながら、審査請求人Ａによる本件承認願の提出があり、それに対する処分

庁の承認を経て、実際に審査請求人Ｃが使用収益するのは、２０号処分で指定され

た仮換地の位置（形状を含む。）及び地積に係る変更が生じているから、仮換地の

指定の変更処分を要する。 

２０号処分のうち、審査請求人Ｃに係る部分について、変更の生じた仮換地の位

置及び地積の差は微小であるとは言い難いから、当初の仮換地の指定処分である

２０号処分は、取り消されることを要する。そして、２０号処分のうち、審査請求

人Ｃに係る部分の取消処分と、名宛人を審査請求人Ｃとする新たな仮換地の指定

処分とが同時になされるべきものである。 

イ 審査請求人Ｂが第２処分を受ける理由の有無について 

処分庁は、第２処分と同じ令和元年７月１０日付けで、審査請求人Ｂに対し、２

０－６号処分を行っているところ、指定した仮換地は、２０号処分のうち審査請求

人Ｂに係る部分についての仮換地と位置及び地積のいずれも同じであった。  

この点に関し、当該処分の全部を取り消すか、あるいは一部を取り消すかについ

ては、当該処分庁の合理的裁量が認められると解されており、仮換地指定処分につ

いても、同様と解される。  

２０号処分のうち審査請求人Ｃに係る部分の変更の生じた仮換地の位置及び地

積について処分庁は、当初の仮換地指定と変更された仮換地指定には重大な異同・

差異があるときに当たるとして、当初の仮換地指定処分である２０号処分は、全体

として取り消すことを要すると判断したのであって、違法又は不当な点はない。  

処分庁が２０号処分の全部を取り消した以上、審査請求人Ｂには第２処分を受

ける理由はある。 

（３）第３処分について 

ア 仮換地の照応及び仮清算金について 

換地及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等については、おおむ

ね照応が認められるものの、減歩負担を伴う事業特性の中で、２０号処分ではマイ

ナスの減歩が生じていることから、地積において明らかに他の権利者との比較に

おいて不均衡が生じており、その不均衡の是正においては、清算金の徴収が必要と

なることが認められる。したがって、法第９４条において、換地計画に基づく適正
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な清算金の徴収が行われる範囲においては、本件仮換地が照応の原則を欠いてい

るとは認められない。

また、清算金の算定については、権利価額と、現実に定められた換地の評定価額

との差額とされており、仮清算金の額は、この清算金の算定方法に準じて算定され

る。  

評価方法についても合理性が認められ、内容的にも妥当なものと判断されると

ともに、総代会の同意を得るなど決定までの手続も適正に行われており、本件仮精

算金は適正に算出されている。 

イ 過渡しがあることの不通知について 

過渡し地積については、法で定められた通知すべき事項ではないが、「過渡地積」

欄を設けていながら、換地計算によって実際に過渡し地積が算定されるにもかか

わらず、過渡し地積を全く記載していないのは、審査請求人Ｂが、本件仮換地につ

いて金銭清算の対象とはならないと判断することも想像に難くなく、処分庁に事

務手続上の不手際があったといえる。 

しかしながら、２０号処分書には、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の

効力発生の日が記載されており、法に定められた通知すべき事項が従前の所有者

である○○○に対して通知された事実が認められる。 

ウ 第３処分の理由の有無について 

本件仮清算金は、指定された本件仮換地の面積が本件従前地の面積に対し増加

するため、減歩率がマイナスであり、本件従前地の権利価額と本件仮換地の評定価

額に差が認められるため、権利者相互間に生じる不均衡を金銭にて是正するため

に徴収するものであって、審査請求人Ｂには第３処分を受ける理由はある。 

（４）第４処分について 

ア 公定力について 

第３処分はいわゆる公定力を有するから、正当な権限を有する機関によって取

り消されるまでは適法であるとの推定を受け、たとえこれに違法性があったとし

ても、原則として、審査請求、取消訴訟等によって公定力が排除されない限り、そ

の違法性は、後行の処分には承継されず、後行の処分の取消事由として主張するこ

とはできないと解される。 

したがって、先行の第３処分に係る違法については、第４処分の審査請求におけ

る取消事由として主張することができない。 

イ 執行不停止の原則について 

     行政不服審査法は、「処分」は、その審査請求がされても、処分の効力、処分の

執行又は手続の続行は妨げられないものと定めており（第２５条第１項。いわゆ

る執行不停止の原則）、第３審査請求がされていても、第４処分を行うことは妨げ

られず、適法かつ正当であり、審査請求人Ｂの主張は、第４処分を取り消す自由

にはならない。 

（５）第５処分及び第６処分について 
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ア 第５処分及び第６処分に係る手続の履行について 

第５処分及び第６処分に係る通知日、納付期限、徴収金額等は適正であり、第５

処分及び第６処分に係る手続に、いずれも違法又は不当な点は認められない。 

イ 先行処分について 

（ア）令和３年６月１１日に実施された口頭意見陳述では、審査請求人らは平成８年

合意の時点から、処分庁はそもそも過渡しがあるとは認識しておらず、審査請求

人らにも知らせていなかったのであるから、審査請求人Ｃ及びＤは第５処分及

び第６処分の仮清算金額について、いずれも支払う義務がないと主張する。 

 （イ）処分庁が審査請求人Ｃに対し、令和元年７月１０日付けで行った２０－５号

処分及び２６－７号処分は、それぞれ公定力を有するから、後行の処分の取消事

由として主張することはできないと解される。先行の２０－５号処分及び２６

－７号処分については、いずれも審査請求がされておらず、公定力は排除されて

いないため、第５処分及び第６号処分の審査請求における取消事由として、２０

－５号処分及び２６－７号処分に係る違法性または不当性を主張することは認

められない。 

したがって、処分庁が、第５処分及び第６処分に先行する２６－７号処分で決

定された仮清算徴収金額を前提として、第５処分及び第６処分により仮清算金の

徴収を行ったことに違法又は不当な点はないというべきである。 

（６）上記以外の違法性又は不当性についての検討

本件処分の不服申立手続に関する教示については、本件処分に係る通知書に記載

され、適正に行われていることを認める。その他審査請求人らの主張は、いずれも処

分庁に対する批判、要望及び感想を述べるものであり、本件処分の違法性又は不当性

について述べるものとは認められないので、本件処分を取り消す理由として採るこ

とはできない。 
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１  平成２４年９月４日付け審査請求人Ｃ宛の仮清算金通知書（１４７－１号処分）の前提となる対象

地（審査請求人Ｃ所有地）の仮換地指定処分に係る従前地及び仮換地の状況  

２  令和元年７月１０日付け審査請求人Ｃ宛の仮換地指定処分（２０－５号処分）に記載された従前地

及び仮換地   

従前地  仮換地  

地番  
登記地積 /基準
地積（㎡）  

街
区

画地
地積  
（㎡）  

67-1 552.84/552.84 218 4 474 

71 495.86/495.86 218 5 425 

168 654/654.54 

218 6 1,267 
169-1 290/290.90 

170 634/634.71 

171 1004/1004.95

合計  3630.7/3633.8 3 筆  2,166 

従前地  仮換地  

地番  
登記地積 /基準地

積（㎡）  
街
区

画
地  

地積（㎡）  

67-1 552.84/552.84 

218 4 1,719 

71 495.86/495.86 

168 654/654.54 

169-1 290/290.90 

170 634/634.71 

171-1 91/91.99 

合計 2717.70/2720.84 1 筆  1,719 

従　前　地 仮　換　地

従　前　地 仮　換　地

別
紙
２
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処分庁からの回答 

路線価が不当とする審査請求人の主張について、処分庁は以下のとおり回答している。 

１．路線価が不当とする清算人の主張に対して 
 土地評価基準に基づいて計算した結果である。 

２．路線価が不当とする清算人の主張に対して（詳細） 
土地評価基準に基づき、次式により路線価を算出する。（土地評価基準より抜粋） 

路線価 ＝ 街路係数 ＋ 接近係数 ＋ 宅地係数 
＝｛ｔ・Ｆ（w）＋ΣＸ｝＋｛Σｍ・Ｆ（s）｝＋｛ｕ・Ｆ（p･Q）＋ΣＹ｝ 

①街路係数 ＝ ｔ・Ｆ（w）＋ΣＸ 

ｔ・Ｆ（w）…街路の交通機能による宅地の利用価値・効用を表す。 

ΣＸ…………街路のスペース機能および整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。 

ｔ    市街地の街路網における当該街路の交通上の性格、系統性および連続性等街路の
等級を表す係数。別表１－１で与えられる。 

Ｆ（w）  ｔ値を幅員に応じて修正する係数で街路幅員の関数で表すものとし、次の式によ
り算出する。 

Ｆ（Ｗ）＝ 

Ｘ    街路の空間機能にもとづく宅地の利用価値・効用および街路の整備水準を表す係
数。別表１－２で与えられる。 

②接近係数 ＝ Σｍ・Ｆ（ｓ） 

ｍ    対象施設によってもたらされる受益または受損の価値の大きさを表す係数。別表
１－３で与えられる。 

Ｆ（ｓ）  ｍ値を対象施設からの距離ｓに応じて逓減する係数で次式により表す。

             n 
Ｆ（ｓ）＝  （ｓ≧Ｒ） 

W 
W+3 

Ｓ－ｓ 
Ｓ－Ｒ 

別紙３ 
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Ｆ（ｓ）＝ １     （ｓ＜Ｒ） 

Ｓ  影響距離限度（ｍ）で別表１－３で与えられる。

Ｒ     定位距離（ｍが逓減せず、等レベルに保たれる距離限度）（ｍ）で別表１－３で
与えられる。 

ｎ  逓減特性で別表１－３で与えられる。

ｓ  宅地と対象施設の距離（ｍ）

③宅地係数 ＝ ｕ・Ｆ（P・Q）+ΣＹ 

ｕ・Ｆ（P・Q）……  
土地利用や公共施設の整備水準などにより面的に形成される宅地の利用価値・
効用を表す。 

ΣＹ………   文化・厚生上の整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。 

ｕ     地域的条件、土地利用の用途、ロット割りによる建築密度、商業ポテンシャル
および市街地形成熟度との関係で定まる宅地の一般的利用性の基本的等級で別
表１－４で与えられる。 

Ｆ（P・Q）  ｕ値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性、防災性、安全性等により
修正する係数で次式により表す。 

Ｆ（P・Q） ＝１＋ √｛(P/P0) ×(Q/Q0)｝ 

Ｐo  基準公共用地率（％）で別表１－５で与えられる。

Ｐ  対象地域の公共用地率（％）

Ｑo  基準道路長密度（ｍ／ha）で別表１－５で与えられる。 

Ｑ  対象地域の道路長密度（ｍ／ha） 

ΣＹ     供給処理施設の整備状況等、宅地利用に直接的に影響する物理的条件によって
付加された価値・効用を表す係数で別表１－６で与えられる。 
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（１）都市計画道路 3・4・111○○駅中央通り線の路線価1,165について 
①街路係数 ＝ ｔ・Ｆ（w）＋ΣＸ 

主要幹線    幅員 16ｍ   3.5＞歩道幅員≧1.5 
＝ 2.30 × （16/（16+3）） + 0.10 
＝ 2.30 × 0.842（小数点以下第４位四捨五入） + 0.10 
＝ 1.937（小数点以下第４位四捨五入） + 0.10 
＝ 2.037 

②接近係数 ＝ Σｍ・Ｆ（ｓ） 
名鉄○○駅                 街区公園 

           = 0.3 × ((800-670)/(800-50))2 + 0.1 × ((300-270)/(300-50))2
○○小学校                  郵便局 

+ 0.2 × ((500-410)/(500-50))2 + 0.05 × ((500-300)/(500-50))2

＝ 0.009 + 0.001 + 0.008 + 0.010（各小数点以下第４位四捨五入） 
＝ 0.028 

③宅地係数 ＝ ｕ・Ｆ（P・Q）+ΣＹ 
上下水道  ガス 

= 1.20 × 2.128 ＋ (0.20 + 0.05) 
      ＝ 2.804 

路線価係数 ＝ 街路係数 ＋ 接近係数 ＋ 宅地係数 
      ＝ 2.037 ＋ 0.028 ＋ 2.804 

＝ 4.869 

路線価指数 ＝ 4.869 × 239.693（土地評価基準第 9条に定める換算率） 
      ＝ 1,167.06… 

≒ 1,165（5単位で設定） 

（２）都市計画道路 3・4・124○○駅南通り線の路線価 970について 
①街路係数 ＝ ｔ・Ｆ（w）＋ΣＸ 

補助幹線    幅員 16ｍ   3.5＞歩道幅員≧1.5 
＝ 1.0 × （16/（16+3）） + 0.10 
＝ 1.0 × 0.842（小数点以下第４位四捨五入） + 0.10 
＝ 0.942 

②接近係数 ＝ Σｍ・Ｆ（ｓ） 
名鉄○○駅                 名鉄バス停 

           = 0.3 × ((800-290)/(800-50))2 + 0.05 × ((300-270)/(300-50))2
○○公園           

+ 0.2 × ((800-140)/(800-50))2 

＝ 0.139 + 0.001 + 0.155（各小数点以下第４位四捨五入） 
＝ 0.295 
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③宅地係数 ＝ ｕ・Ｆ（P・Q）+ΣＹ 
上下水道  ガス 

= 1.20 × 2.128 ＋ (0.20 + 0.05) 
      ＝ 2.554（小数点以下第４位四捨五入）+ 0.25 

＝ 2.804 

路線価係数 ＝ 街路係数 ＋ 接近係数 ＋ 宅地係数 
      ＝ 0.942 ＋ 0.295 ＋ 2.804 

＝ 4.041 

路線価指数 ＝ 4.041 × 239.693（土地評価基準第 9条に定める換算率） 
      ＝ 968.59… 

≒ 970（5単位で設定） 

（３）各要素の比較 
要 素 ○○駅中央通り線 大小 ○○駅南通り線

街路係数 2.037 > 0.942
接 近係数 0.028 < 0.295
宅 地係数 2.804 = 2.804
路線価係数 4.869 > 4.041
路線価指数 1,165 > 970

（４）総括 
 上記（３）で分かるように、各街路係数の差が各路線価の差に影響している。 
都市計画道路3・4・124○○駅南通り線のT値については、地区東側で地区外の開通の目途が
たっておらず、未貫通幹線である。そのため、その役割を十分に果たせていないことから、相当
の T値となっている。現在の交通量を見ても、その差は明らかである。 
 以上より、該当路線価は、必要手続きを踏んで決定された土地評価基準に基づいて、適正に算
出されていることから、請求人らの主張を否認する。 
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